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太良町議会だより154号　令和元年10月23日 （1）

町民生活の向上のために町民生活の向上のために
～４年間の議会活動がスタート～

　任期満了に伴う町議会議員選挙が７月30日に告示され、新たに11人の議員が決定
しました。８月13日に開いた初議会で、議長・副議長の選挙を行い、議長に坂口久
信議員、副議長に江口孝二議員が選出されました。また、議会運営委員会委員、各
常任委員会委員が決まり、各委員会の委員長・副委員長が選任されたほか、組合議
会議員も選出されました。

議　長
坂 口　久 信

副議長
江 口  孝 二

総務常任委員会
委 員 長

副委員長

委 員

川 下 武 則
所 賀 　 廣
坂 口 久 信
待 永 るい子
松 崎 　 近
山 口 一 生

議会運営委員会
委 員 長

副委員長

委 員

川 下 武 則
竹 下 泰 信
所 賀 　 廣
田 川 　 浩
待 永 るい子
（議会選出監査委員）

経済建設常任委員会
委 員 長

副委員長

委 員

竹 下 泰 信
田 川 　 浩
久 保 繁 幸
江 口 孝 二
西 田 辰 実

歳

　
　入

歳

　
　出

令和元年  9 月  定 例 会
会期／ 9月2日～13日（12日間）

一般会計の主な補正

子ども・子育て支援臨時交付金
普通交付税
保育所保護者負担金
道路等災害復旧事業費負担金
国民健康保険特別会計繰入金
財政調整基金繰入金
前年度剰余金に係る繰越金
道路等災害復旧事業債
臨時財政対策債

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,573万8千円
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,408万8千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△938万8千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・513万5千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,154万9千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△1億4,489万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,928万4千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△143万7千円

山林育成基金積立金
（平成30年度間伐材等売払収入の基金への積立て）

保育所等施設修理整備等事業費補助金
(大浦ふたばこども園運動場整備に係る補助）

保育所運営委託料
（幼児教育・保育無償化に伴う保育所の副食費の増額）

施設型給付費負担金
（幼児教育・保育無償化に伴う認定こども園の保護者負担金及び副食費の増額）

製材施設整備事業費補助金（木材製材施設土場舗装工事に係る補助）

亀ノ浦地区定住促進住宅整備事業設計業務委託料
(戸建住宅から集合住宅への変更)

亀ノ浦地区定住促進住宅建設用地造成事業
（戸建住宅から集合住宅への変更）

定住促進住宅建設事業（戸建住宅から集合住宅への変更）

自然休養村管理センタートイレ改修事業
（既存便座の暖房便座への取替え）

道路橋梁等災害復旧事業（７月豪雨による町道2路線(2箇所)の災害復旧）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,986万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・267万3千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・367万9千円

543万6千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・1,144万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100万円

・・・・・・・・・△ 6,400万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105万円

770万円

平成31年度　一般会計の補正予算総額　△2,222万4千円
　　　　　　 補正後予算総額　　　　 　72億2,303万円



太良町議会だより 154号　令和元年10月23日（2）
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令和元年  9 月  定 例 会
会期／ 9月2日～13日（12日間）

一般会計の主な補正

子ども・子育て支援臨時交付金
普通交付税
保育所保護者負担金
道路等災害復旧事業費負担金
国民健康保険特別会計繰入金
財政調整基金繰入金
前年度剰余金に係る繰越金
道路等災害復旧事業債
臨時財政対策債

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,573万8千円
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,408万8千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△938万8千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・513万5千円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,154万9千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△1億4,489万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,928万4千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△143万7千円

山林育成基金積立金
（平成30年度間伐材等売払収入の基金への積立て）

保育所等施設修理整備等事業費補助金
(大浦ふたばこども園運動場整備に係る補助）

保育所運営委託料
（幼児教育・保育無償化に伴う保育所の副食費の増額）

施設型給付費負担金
（幼児教育・保育無償化に伴う認定こども園の保護者負担金及び副食費の増額）

製材施設整備事業費補助金（木材製材施設土場舗装工事に係る補助）

亀ノ浦地区定住促進住宅整備事業設計業務委託料
(戸建住宅から集合住宅への変更)

亀ノ浦地区定住促進住宅建設用地造成事業
（戸建住宅から集合住宅への変更）

定住促進住宅建設事業（戸建住宅から集合住宅への変更）

自然休養村管理センタートイレ改修事業
（既存便座の暖房便座への取替え）

道路橋梁等災害復旧事業（７月豪雨による町道2路線(2箇所)の災害復旧）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,986万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・267万3千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・367万9千円

543万6千円

・・・・・・・・・・・・・・・・・1,144万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100万円

・・・・・・・・・△ 6,400万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105万円

770万円

平成31年度　一般会計の補正予算総額　△2,222万4千円
　　　　　　 補正後予算総額　　　　 　72億2,303万円



太良町議会だより154号　令和元年10月23日 （3）

議席番号 議長

議決結果議案番号 件名と主な内容（件名及び内容は一部省略しています）

9月定例会審議結果
　９月定例会は、条例議案２件、事件議案２件、決算認定７件、補正予算６件及び報告１件の計 18 件が
町長より、また、発議２件及び意見書２件が議会より提案されました。審議結果は次のとおりです。
　　　　　賛成＝○　反対＝×　欠席＝欠　退席＝退　※議長は採決に加わらない。
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111098765321

平成30年度太良町財政健全化判断比率及び資金不足比
率の報告
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく報
告（全会計とも健全）

太良町印鑑条例の一部を改正する条例の制定
　住民票等への旧氏（旧姓）記載が可能となったため改正
するもの。

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○認定

－○○○○○○○○○○認定

－○○○○○○○○○○認定

－○○○○○○○○○○認定

－○○○○○○○○○○認定

－○○○○○○○○○○
可決
・

認定

第43号

太良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運
営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定
　支給認定に係る略称及び利用者負担額等の受領に関す
る食事の提供に要する費用の取り扱い等を改正するもの。

第44号

太良町定住促進住宅（畑田地区）整備事業変更契約の締結
　消費税増税により、510万7,968円増額の変更契約を締結
するもの。

第45号

佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数
の減少及び同組合規約の変更
　西佐賀水道企業団の解散に伴い、佐賀県市町総合事務
組合から脱退するもの。

第46号

平成30年度太良町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決
算の認定
　後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を認定に付する
もの。

第48号

平成30年度太良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算
の認定
　国民健康保険特別会計歳入歳出決算を認定に付するもの。

第49号

平成30年度太良町水道事業会計剰余金の処分及び決算
の認定
　水道事業会計の剰余金処分及び決算を可決及び認定に
付するもの。

第52号

平成30年度太良町漁業集落排水特別会計歳入歳出決算
の認定
　漁業集落排水特別会計歳入歳出決算を認定に付するもの。

平成30年度太良町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定
　簡易水道特別会計歳入歳出決算を認定に付するもの。

第50号

第51号

平成30年度太良町一般会計歳入歳出決算の認定
　一般会計歳入歳出決算を認定に付するもの。

第47号

報告報 告
第2号

－－－－－－－－－－－

議席番号 議長

議決結果議案番号 件名と主な内容（件名及び内容は一部省略しています）
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111098765321

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

平成30年度町立太良病院事業会計剰余金の処分及び決
算の認定
　病院事業会計の剰余金処分及び決算を可決及び認定
に付するもの。

第53号

平成31年度太良町一般会計補正予算（第4号）
　定住促進住宅建設事業等2,222万4千円を減額補正し、
補正後の予算総額72億2,303万円とするもの。

第54号

平成31年度太良町後期高齢者医療特別会計補正予算
（第1号）
　一般会計繰出金129万8千円を増額補正し、補正後の予
算総額1億3,429万8千円とするもの。

第55号

平成31年度太良町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）
　一般会計繰出金等5,846万4千円を増額補正し、補正後
の予算総額13億8,646万4千円とするもの。

第56号

平成31年度太良町漁業集落排水特別会計補正予算（第2号）
　一般会計繰出金等88万2千円を増額補正し、補正後の予
算総額6,568万2千円とするもの。

第57号

平成31年度太良町簡易水道特別会計補正予算（第2号）
　事務補助賃金等262万円を増額補正し、補正後の予算
総額9,262万円とするもの。

第58号

平成31年度太良町水道事業会計補正予算（第2号）
　人件費等の補正

第59号

議会広報編集特別委員会の設置
　議会広報の編集・発行及び広報に関する調査・研究を行
うため。

発　議
第１号

公共交通対策特別委員会の設置
　住民の移動手段の確保・充実のための公共交通のあり方
に関する調査・研究を行うため。

発　議
第２号

新たな過疎対策法の制定に関する意見書
　要望の趣旨に沿い、国に意見書を提出するもの。
提出先
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土
交通大臣

意見書
第２号

地方財政の充実・強化を求める意見書
　陳情の趣旨に沿い、国に意見書を提出するもの。
提出先
内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済
産業大臣、内閣府特命担当大臣（地方創生、規制改革担
当）、内閣府特命担当大臣（経済財政政策担当）

意見書
第３号

－○○○○○○○○○○
可決
・
認定
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議席番号 議長

議決結果議案番号 件名と主な内容（件名及び内容は一部省略しています）
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－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

－○○○○○○○○○○可決

平成30年度町立太良病院事業会計剰余金の処分及び決
算の認定
　病院事業会計の剰余金処分及び決算を可決及び認定
に付するもの。

第53号

平成31年度太良町一般会計補正予算（第4号）
　定住促進住宅建設事業等2,222万4千円を減額補正し、
補正後の予算総額72億2,303万円とするもの。

第54号

平成31年度太良町後期高齢者医療特別会計補正予算
（第1号）
　一般会計繰出金129万8千円を増額補正し、補正後の予
算総額1億3,429万8千円とするもの。

第55号

平成31年度太良町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）
　一般会計繰出金等5,846万4千円を増額補正し、補正後
の予算総額13億8,646万4千円とするもの。

第56号

平成31年度太良町漁業集落排水特別会計補正予算（第2号）
　一般会計繰出金等88万2千円を増額補正し、補正後の予
算総額6,568万2千円とするもの。

第57号

平成31年度太良町簡易水道特別会計補正予算（第2号）
　事務補助賃金等262万円を増額補正し、補正後の予算
総額9,262万円とするもの。

第58号

平成31年度太良町水道事業会計補正予算（第2号）
　人件費等の補正

第59号

議会広報編集特別委員会の設置
　議会広報の編集・発行及び広報に関する調査・研究を行
うため。

発　議
第１号

公共交通対策特別委員会の設置
　住民の移動手段の確保・充実のための公共交通のあり方
に関する調査・研究を行うため。

発　議
第２号

新たな過疎対策法の制定に関する意見書
　要望の趣旨に沿い、国に意見書を提出するもの。
提出先
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土
交通大臣

意見書
第２号

地方財政の充実・強化を求める意見書
　陳情の趣旨に沿い、国に意見書を提出するもの。
提出先
内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済
産業大臣、内閣府特命担当大臣（地方創生、規制改革担
当）、内閣府特命担当大臣（経済財政政策担当）

意見書
第３号

－○○○○○○○○○○
可決
・
認定
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平成27年度決算認定

決算審査 Q&A

【平成30年度一般会計歳入歳出の構成】【平成30年度各会計歳入歳出決算額】

町税
（10.3％）

民生費
（22.2％）

総務費
（31.0％）

衛生費
（9.5％）

公債費
（6.9％）

教育費
（10.2％）

土木費
（5.1％）

消防費（2.8％）
商工費（2.9％）

議会費（1.1％）
災害復旧費（1.1％）

農林水産業費
（7.2％）

寄附金
（12.7％）

繰入金
（14.1％）

分担金・負担金
（0.5％）

使用料・手数料
（1.0％）

地方交付税
（33.6％）

国・県
支出金
（13.4％）

町債
（7.2％）

地方譲与税等（3.2％）
種　　別

決　算　額

※千円未満は、四捨五入
※山林特別会計は平成29年度をもって廃止され、一般会計に編入されました。

収　入 支　出

一　般　会　計

水道事業会計

町立太良病院事業会計

その他
（4.0％）

一般会計

歳入
71億2,564万7千円

一般会計

歳出
70億1,361万3千円

自主財
源（
42.6％

）

後期高齢者医療

国民健康保険

漁業集落排水

簡易水道

71億2,564万7千円

1億3,117万5千円

14億8,923万円

4,572万1千円

1億1,216万3千円

5,593万9千円

0千円

12億76万9千円

1億179万6千円

70億1,361万3千円

1億2,997万9千円

13億7,226万4千円

4,483万9千円

1億598万8千円

4,736万4千円

1,679万3千円

10億7,212万2千円

1億8,316万3千円

収益

資本

収益

資本

特
別
会
計

Q　町立太良病院で導入したMRIの利用状況と効
果は？

A　予測をこえる月１００件ほどの利用があり、
他の病院まで行かずにすみ、患者の負担軽減
になっている。

Q　太良町で災害があった場合のボランティアセ
ンター立ち上げ方法は？

A　社会福祉協議会と連携して進めていく。

Q　ふるさと応援寄附金の状況と今後の見込みは？
A　寄附額は約９億円。前年比で微増だった。
　　これからも、前年並みの寄附額を確保してい
きたい。

Q　光情報通信基盤整備事業での加入数は？
A　多良地区194件、大浦地区201件、合計395件。

平成30年度決算を認定！

依
存
財
源（

57.4％）

　平成30年度一般会計及び特別会計等の歳入歳出決算認
定について、9月9日～11日の3日間にわたり各項目ご
とに、慎重な審査を行いました。
　歳入歳出ともに適正な執行状況を確認しました。ま
た、各会計とも黒字決算であることを確認しました。

一般会計歳入歳出差引額　1億1,203万4千円は、次年度へ繰越
（繰越の一部5,000万円は財政調整基金へ積立）

〈歳入について〉

〈歳出について〉
（町立太良病院事業会計）

（総務費）

（消防費）

Q　5ヶ年計画で実施した伊福地区配水管布設工
事の金額と有収率の推移は？

A　工事費約1億7900万円。有収率はH25年末の
58.77％から、R元年6月末93.5％に上った。

（簡易水道特別会計）
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だ
け
手
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が
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民
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課
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の

困
り
事
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に
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を
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。
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今
後
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介
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困
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で
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２
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５
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。
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夏
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よ
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と
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証
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行
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適
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の
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不
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で
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で
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当
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で
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、
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が
利
用
で
き

る
。

議
員
　
基
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は
何
を
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か
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な
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の
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給
体
制
を
目
指
す
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議
員
　
基
本
チ
ェ
ッ
ク
は
何
を

基
礎
と
し
た
チ
ェ
ッ
ク
か
。

般
一

問
質

一

待
永
る
い
子 

議
員

幼
児
教
育
の
充
実
は

答
▼
答
▼
適
切
な
保
育
の
供
給
体
制
を
目
指
す

適
切
な
保
育
の
供
給
体
制
を
目
指
す
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し
て
い
る
が
、
日
本
語
習
得
支
援

は
ど
の
よ
う
に
検
討
し
て
い
る
か
。

町
長
　
現
段
階
で
は
要
望
が
上
が

っ
て
い
な
い
た
め
、
行
政
需
要
と

し
て
は
不
明
。

議
員
　
日
本
語
検
定
取
得
状
況
は

把
握
し
て
い
る
か
。

町
長
　
情
報
が
無
く
、
把
握
し
て

い
な
い
。

議
員
　
誰
が
ど
こ
に
住
ん
で
い
る

か
は
把
握
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、

一
人
一
人
確
認
で
き
な
い
か
。

企
画
商
工
課
長
　
住
所
や
入
国
の

目
的
は
把
握
し
て
い
る
が
、
ど
こ

の
事
業
所
に
勤
め
て
い
る
か
な
ど

は
正
確
に
把
握
し
て
い
な
い
。

議
員
　
本
町
は
日
本
語
教
室
が
開

設
さ
れ
て
い
な
い
「
空
白
地
域
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
語
習
得

環
境
整
備
に
文
化
庁
の
補
助
事
業

で
あ
る
「
地
域
日
本
語
教
育
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
活

用
し
て
は
ど
う
か
。

町
長
　
ご
提
案
と
し
て
受
取
る
が
、

町
内
の
関
係
団
体
か
ら
日
本
語
教

室
開
催
の
要
望
が
上
が
っ
て
い
な

い
た
め
、
事
業
選
択
の
優
先
順
位

を
勘
案
し
検
討
す
る
。

 

地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
つ
い
て

議
員
　
多
く
の
自
治
体
で
地
域
お

こ
し
協
力
隊
を
活
用
し
、
町
の
課

題
解
決
の
推
進
力
と
し
て
活
躍
し

て
い
る
が
、
本
町
で
の
検
討
状
況

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

町
長
　
平
成
27
年
12
月
か
ら
導
入

に
向
け
た
ニ
ー
ズ
調
査
を
行
な
っ

 

学
校
問
題
に
つ
い
て

議
員
　
昨
年
の
9
月
議
会
で
、

町
内
小
中
学
校
の
統
合
に
つ

い
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

議
論
す
る
必
要
が
あ
る
と
質

問
し
た
が
、そ
の
後
ど
の
よ
う

な
話
し
合
い
が
な
さ
れ
た
か
。

た
が
、
事
業
選
定
に
難
航
し
た
た

め
、
一
旦
佐
賀
県
主
導
の
地
域
お

こ
し
協
力
隊
の
受
入
れ
を
行
な
っ

た
。
平
成
29
年
度
か
ら
１
名
受
入

れ
を
行
な
っ
て
い
る
。

議
員
　
来
年
度
か
ら
の
受
入
れ
は

可
能
か
。
不
可
能
で
あ
れ
ば
そ
の

理
由
は
何
か
。

町
長
　
現
段
階
で
は
受
入
れ
を
行

う
事
業
の
選
定
や
、
移
住
の
た
め

の
サ
ポ
ー
ト
体
制
が
不
十
分
で
来

年
度
か
ら
の
実
施
は
厳
し
い
。

議
員
　
地
域
お
こ
し
協
力
隊
制
度

で
比
較
的
ト
ラ
ブ
ル
が
少
な
い
ケ

ー
ス
と
し
て
、
地
元
出
身
者
を
受

入
れ
る
場
合
が
あ
る
。
土
地
勘
が

あ
り
、
地
元
住
民
と
の
関
係
性
構

築
も
比
較
的
容
易
だ
と
想
定
さ
れ

る
た
め
、
U
タ
ー
ン
施
策
と
し
て

活
用
さ
れ
て
は
ど
う
か
。

企
画
商
工
課
長
　
現
在
佐
賀
県
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
協
力
隊
を
１
名
受

入
れ
て
い
る
が
、
活
躍
し
て
頂
き
、

プ
ラ
ス
面
が
多
い
。
U
タ
ー
ン
策

と
し
て
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
る
た

め
検
討
し
た
い
。

議
員
　
当
初
の
検
討
か
ら
４
年
が

経
過
し
て
お
り
、
状
況
も
変
わ
っ

て
き
て
い
る
。
今
後
の
受
入
れ
検

討
計
画
は
具
体
的
に
示
せ
る
か
。

企
画
商
工
課
長
　
受
入
れ
を
行
う

事
業
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
検
討
し
、

里
帰
り
策
と
し
て
の
地
域
お
こ
し

協
力
隊
活
用
を
模
索
し
た
い
。

  

学
童
保
育
に
つ
い
て

議
員
　
現
在
の
利
用
人
数
に
対
す

る
１
人
あ
た
り
の
ス
ペ
ー
ス
お
よ

び
職
員
数
は
適
切
か
。

町
長
　
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、

旧
給
食
セ
ン
タ
ー
を
加
え
る
と
適

正
と
な
る
。
現
在
の
人
数
に
対
す

る
指
導
員
の
数
は
基
準
に
対
し
て

適
正
値
で
あ
る
。

議
員
　
旧
給
食
セ
ン
タ
ー
事
務
室

を
加
え
な
い
場
合
、
ス
ペ
ー
ス
は

適
正
か
。

町
民
福
祉
課
長
　
加
え
な
い
場
合
、

ス
ペ
ー
ス
は
基
準
に
対
し
て
不
足

し
て
い
る
。

議
員
　
夏
休
み
終
了
後
、
過
密
状

態
が
再
開
す
る
が
、
ど
う
い
っ
た

計
画
で
過
密
状
態
改
善
を
行
う
か
。

町
民
福
祉
課
長
　
旧
給
食
セ
ン
タ

ー
事
務
室
を
使
用
す
る
場
合
、指
導

員
の
確
保
と
入
り
口
付
近
の
安
全
確

保
が
必
要
な
た
め
、経
費
が
か
か
る
。

議
員
　
指
導
員
の
処
遇
は
ど
う
か
。

町
民
福
祉
課
長
　
昨
年
か
ら
処
遇

改
善
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
キ
ャ

リ
ア
に
応
じ
た
賃
金
向
上
を
は
か

っ
て
い
る
。

議
員
　
子
供
に
対
す
る
満
足
度
調

査
は
行
っ
て
い
る
か
。

町
民
福
祉
課
長
　
現
在
は
行
っ
て

い
な
い
が
、
先
進
事
例
を
確
認
し

検
討
す
る
。

  
町
内
在
住
外
国
人
に
つ
い
て

議
員
　
町
内
在
住
外
国
人
が
増
加

般
一

問
質

一

山
口

　一
生 

議
員

今
後
、地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
検
討
は
？

答
▼
答
▼
里
帰
り
策
と
し
て
の
活
用
を
模
索
し
た
い

里
帰
り
策
と
し
て
の
活
用
を
模
索
し
た
い

都
市
地
域
か
ら
過
疎
地
域
に
移
住

し
、一
定
期
間
地
域
に
居
住
し
て
、

地
域
ブ
ラ
ン
ド
や
地
場
産
品
の
開

発
・
Ｐ
Ｒ
・
住
民
の
生
活
支
援
な
ど

の
活
動
を
行
い
な
が
ら
、そ
の
地
域

へ
の
定
住
・
定
着
を
図
る
仕
組
み
。

総
務
省
か
ら
隊
員
の
活
動
経
費
に

対
し
て
手
厚
い
財
政
援
助
が
あ
る
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
は

を
点
検
し
て
い
る
。

建
設
課
長
　
急
傾
斜
地
の
点
検

は
、
日
頃
の
道
路
、
河
川
の
パ

ト
ロ
ー
ル
の
際
、
そ
の
都
度
実

施
し
て
い
る
。

議
員
　
県
の
公
表
で
は
、
決
壊

す
る
と
人
的
被
害
の
恐
れ
の
あ

る
た
め
池
、
い
わ
ゆ
る
防
災
重

点
た
め
池
に
10
箇
所
指
定
さ
れ

た
が
メ
リ
ッ
ト
は
。

建
設
課
長
　
こ
の
た
め
池
が
、

特
定
農
業
用
た
め
池
に
指
定
さ

れ
る
と
国
庫
補
助
に
よ
る
防
災

工
事
を
実
施
で
き
る
。

議
員
　
災
害
対
策
は
、
地
域
の

絆
、
自
発
的
な
防
災
活
動
な
ど

が
重
要
で
あ
る
。

　
地
区
の
特
性
を
踏
ま
え
た
防

災
計
画
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し

た
ら
ど
う
か
。

総
務
課
長
　
各
地
区
に
よ
っ
て
、

災
害
の
状
況
は
異
な
る
の
で
、

基
本
的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
は

検
討
し
た
い
。

議
員
　
平
成
30
年
７
月
の
豪
雨

で
は
、
西
日
本
の
各
地
で
甚
大

な
被
害
が
発
生
し
た
。

　
国
は
こ
れ
を
教
訓
に
、
避
難

対
策
を
強
化
す
る
た
め
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
改
正
等
を
行
っ
た
。

本
町
と
し
て
の
具
体
的
な
取
組

み
は
ど
う
か
。

町
長
　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
防

災
情
報
を
５
段
階
の
警
戒
レ
ベ

ル
に
分
け
て
あ
る
。

　
こ
れ
に
関
す
る
チ
ラ
シ
の
配

布
や
各
種
団
体
へ
の
説
明
に
よ

り
周
知
し
、
「
自
ら
の
命
は
自

ら
が
守
る
」
意
識
の
徹
底
と
防

災
力
の
強
化
を
推
進
。

　
ま
た
、
防
災
重
点
た
め
池
の

選
定
、
河
川
水
位
計
を
活
用
し

た
監
視
を
実
施
。

議
員
　
警
戒
レ
ベ
ル
１
（
心
構

え
）･
２（
避
難
行
動
の
確
認
）は

気
象
庁
の
発
表
に
よ
り
、レ
ベ
ル

３（
高
齢
者
等
は
避
難
）、
４（
避

難
勧
告
、
指
示
）、
５（
災
害
発
生

の
状
況
）は
、
本
町
の
判
断
で
決

定
、と
な
っ
て
い
る
が
判
断
基
準

は
ど
う
か
。

総
務
課
長
　
基
本
的
に
警
戒
レ

ベ
ル
３
は
、
土
砂
災
害
警
戒
情

報
、
又
は
氾
濫
危
険
情
報
の
発

令
で
運
用
。
警
戒
レ
ベ
ル
４
は
、

特
別
警
報
の
発
令
で
運
用
し
て

い
る
。

　
ま
た
、
佐
賀
地
方
気
象
台
の

危
険
度
分
布
、
ウ
ェ
ザ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
の
雨
量
、
河
川
の
水

位
、
潮
位
の
推
移
な
ど
判
断
材

料
と
し
て
い
る
。

議
員
　
避
難
を
促
す
地
区
の
最

小
単
位
は
ど
う
か
。

総
務
課
長
　
災
害
の
内
容
に
よ

り
異
な
る
が
、
河
川
の
水
害
は

各
流
域
地
区
。
　
　

　
土
砂
災
害
の
場
合
は
、
伊
福

地
区
は
全
域
、
大
字
多
良
地
区

は
油
津
、
古
賀
、
端
古
賀
を
除

く
全
地
区
、
大
字
糸
岐
、
大
浦

地
区
は
全
地
区
が
対
象
と
な
る
。

議
員
　
水
防
計
画
書
に
は
危
険

地
域
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

地
域
住
民
の
避
難
を
率
先
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

総
務
課
長
　
そ
の
地
区
に
危
険

が
迫
れ
ば
そ
の
地
区
に
避
難
を

促
す
が
、
様
々
な
気
象
情
報
な

ど
収
集
し
て
、
警
戒
情
報
を
発

令
し
て
い
る
。

　
土
砂
災
害
の
危
険
地
域
は
、

町
内
全
域
に
分
布
し
て
い
る
の

で
全
域
の
発
令
が
現
状
。

議
員
　
高
齢
者
等
の
要
配
慮
者

の
リ
ス
ト
表
管
理
と
避
難
す
る

場
合
の
移
動
方
法
は
ど
う
か
。

　町
民
福
祉
課
長
　
要
配
慮
者
は

99
名
で
、
要
介
護
３
以
上
の
在

宅
、
寝
た
き
り
高
齢
者
等
が
該

当
。

　
リ
ス
ト
は
区
長
、
民
生
委
員

と
共
有
し
、
避
難
所
ま
で
は
区

長
、
民
生
委
員
が
避
難
支
援
者

と
な
っ
て
い
る
。

議
員
　
危
険
箇
所
の
調
査
、
点

検
は
ど
う
し
て
い
る
の
か
。

総
務
課
長
　
調
査
は
県
が
平
成

26
・
27
年
度
に
実
施
。
毎
年
、

防
災
会
議
の
折
り
に
危
険
箇
所

般
一

問
質

一

竹
下

　泰
信 

議
員

風
水
害
か
ら
の
避
難
体
制
の
具
体
的
取
組
み

は
ど
う
か

答
▼
答
▼
警
戒
レ
ベ
ル
の
周
知
と
、
自
ら
の
命
は

自
ら
が
守
る
の
意
識
を
徹
底

警
戒
レ
ベ
ル
の
周
知
と
、
自
ら
の
命
は

自
ら
が
守
る
の
意
識
を
徹
底
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を
点
検
し
て
い
る
。

建
設
課
長
　
急
傾
斜
地
の
点
検

は
、
日
頃
の
道
路
、
河
川
の
パ

ト
ロ
ー
ル
の
際
、
そ
の
都
度
実

施
し
て
い
る
。

議
員
　
県
の
公
表
で
は
、
決
壊

す
る
と
人
的
被
害
の
恐
れ
の
あ

る
た
め
池
、
い
わ
ゆ
る
防
災
重

点
た
め
池
に
10
箇
所
指
定
さ
れ

た
が
メ
リ
ッ
ト
は
。

建
設
課
長
　
こ
の
た
め
池
が
、

特
定
農
業
用
た
め
池
に
指
定
さ

れ
る
と
国
庫
補
助
に
よ
る
防
災

工
事
を
実
施
で
き
る
。

議
員
　
災
害
対
策
は
、
地
域
の

絆
、
自
発
的
な
防
災
活
動
な
ど

が
重
要
で
あ
る
。

　
地
区
の
特
性
を
踏
ま
え
た
防

災
計
画
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し

た
ら
ど
う
か
。

総
務
課
長
　
各
地
区
に
よ
っ
て
、

災
害
の
状
況
は
異
な
る
の
で
、

基
本
的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
は

検
討
し
た
い
。

議
員
　
平
成
30
年
７
月
の
豪
雨

で
は
、
西
日
本
の
各
地
で
甚
大

な
被
害
が
発
生
し
た
。

　
国
は
こ
れ
を
教
訓
に
、
避
難

対
策
を
強
化
す
る
た
め
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
改
正
等
を
行
っ
た
。

本
町
と
し
て
の
具
体
的
な
取
組

み
は
ど
う
か
。

町
長
　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
防

災
情
報
を
５
段
階
の
警
戒
レ
ベ

ル
に
分
け
て
あ
る
。

　
こ
れ
に
関
す
る
チ
ラ
シ
の
配

布
や
各
種
団
体
へ
の
説
明
に
よ

り
周
知
し
、
「
自
ら
の
命
は
自

ら
が
守
る
」
意
識
の
徹
底
と
防

災
力
の
強
化
を
推
進
。

　
ま
た
、
防
災
重
点
た
め
池
の

選
定
、
河
川
水
位
計
を
活
用
し

た
監
視
を
実
施
。

議
員
　
警
戒
レ
ベ
ル
１
（
心
構

え
）･
２（
避
難
行
動
の
確
認
）は

気
象
庁
の
発
表
に
よ
り
、レ
ベ
ル

３（
高
齢
者
等
は
避
難
）、
４（
避

難
勧
告
、
指
示
）、
５（
災
害
発
生

の
状
況
）は
、
本
町
の
判
断
で
決

定
、と
な
っ
て
い
る
が
判
断
基
準

は
ど
う
か
。

総
務
課
長
　
基
本
的
に
警
戒
レ

ベ
ル
３
は
、
土
砂
災
害
警
戒
情

報
、
又
は
氾
濫
危
険
情
報
の
発

令
で
運
用
。
警
戒
レ
ベ
ル
４
は
、

特
別
警
報
の
発
令
で
運
用
し
て

い
る
。

　
ま
た
、
佐
賀
地
方
気
象
台
の

危
険
度
分
布
、
ウ
ェ
ザ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
の
雨
量
、
河
川
の
水

位
、
潮
位
の
推
移
な
ど
判
断
材

料
と
し
て
い
る
。

議
員
　
避
難
を
促
す
地
区
の
最

小
単
位
は
ど
う
か
。

総
務
課
長
　
災
害
の
内
容
に
よ

り
異
な
る
が
、
河
川
の
水
害
は

各
流
域
地
区
。
　
　

　
土
砂
災
害
の
場
合
は
、
伊
福

地
区
は
全
域
、
大
字
多
良
地
区

は
油
津
、
古
賀
、
端
古
賀
を
除

く
全
地
区
、
大
字
糸
岐
、
大
浦

地
区
は
全
地
区
が
対
象
と
な
る
。

議
員
　
水
防
計
画
書
に
は
危
険

地
域
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

地
域
住
民
の
避
難
を
率
先
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

総
務
課
長
　
そ
の
地
区
に
危
険

が
迫
れ
ば
そ
の
地
区
に
避
難
を

促
す
が
、
様
々
な
気
象
情
報
な

ど
収
集
し
て
、
警
戒
情
報
を
発

令
し
て
い
る
。

　
土
砂
災
害
の
危
険
地
域
は
、

町
内
全
域
に
分
布
し
て
い
る
の

で
全
域
の
発
令
が
現
状
。

議
員
　
高
齢
者
等
の
要
配
慮
者

の
リ
ス
ト
表
管
理
と
避
難
す
る

場
合
の
移
動
方
法
は
ど
う
か
。

　町
民
福
祉
課
長
　
要
配
慮
者
は

99
名
で
、
要
介
護
３
以
上
の
在

宅
、
寝
た
き
り
高
齢
者
等
が
該

当
。

　
リ
ス
ト
は
区
長
、
民
生
委
員

と
共
有
し
、
避
難
所
ま
で
は
区

長
、
民
生
委
員
が
避
難
支
援
者

と
な
っ
て
い
る
。

議
員
　
危
険
箇
所
の
調
査
、
点

検
は
ど
う
し
て
い
る
の
か
。

総
務
課
長
　
調
査
は
県
が
平
成

26
・
27
年
度
に
実
施
。
毎
年
、

防
災
会
議
の
折
り
に
危
険
箇
所

般
一

問
質

一

竹
下

　泰
信 

議
員

風
水
害
か
ら
の
避
難
体
制
の
具
体
的
取
組
み

は
ど
う
か

答
▼
答
▼
警
戒
レ
ベ
ル
の
周
知
と
、
自
ら
の
命
は

自
ら
が
守
る
の
意
識
を
徹
底

警
戒
レ
ベ
ル
の
周
知
と
、
自
ら
の
命
は

自
ら
が
守
る
の
意
識
を
徹
底
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３
年
３
月
末
で
廃
止
予
定
。

議
員
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
開

始
後
、
利
用
者
数
が
予
測
を
下

回
っ
た
場
合
へ
の
運
行
方
法
の

対
応
は
。

企
画
商
工
課
長
　
ま
ず
、
路
線

の
再
編
や
廃
止
を
検
討
し
、
次

に
予
約
制
の
デ
マ
ン
ド
型
な
ど

を
検
討
す
る
予
定
。

議
員
　
こ
の
問
題
は
全
国
の
自

治
体
で
も
苦
労
し
て
い
る
。
議

会
も
特
別
委
員
会
を
設
置
し
て

提
言
し
て
い
く
。
最
後
に
町
長

の
意
見
を
聞
く
。

町
長
　
町
民
の
意
見
を
聞
き
な

が
ら
要
望
を
総
合
的
に
勘
案
し
、

最
終
的
に
満
足
し
て
も
ら
え
る

よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。

議
員
　
今
後
、
現
在
運
行
し
て

い
る
路
線
バ
ス
は
ど
う
な
る
か
。

企
画
商
工
課
長
　
今
年
10
月
か

ら
鹿
島
〜
県
界
の
太
良
線
は
終

点
が
竹
崎
と
な
る
。
中
山
線
、

広
谷
線
、
竹
崎
線
は
９
月
い
っ

ぱ
い
で
廃
止
。

議
員
　
終
点
が
竹
崎
に
な
る
理

由
は
。

企
画
商
工
課
長
　
一
便
あ
た
り

の
乗
客
数
が
国
か
ら
補
助
を
受

け
ら
れ
る
ギ
リ
ギ
リ
の
数
で
あ

る
。
少
し
で
も
乗
客
が
増
え
る

可
能
性
が
高
い
ほ
う
へ
変
更
し

た
。

議
員
　
タ
ク
シ
ー
券
が
10
月
か

ら
配
布
さ
れ
る
が
、
対
象
者
は
。

企
画
商
工
課
長
　
原
則
65
歳
以

上
で
運
転
免
許
が
な
く
、
家
族

の
中
に
も
運
転
す
る
人
が
い
な

い
方
。

議
員
　
助
成
内
容
と
、
枚
数
、

申
請
方
法
は
。

企
画
商
工
課
長
　
１
回
乗
車
に

つ
き
１
枚
使
用
可
能
で
、
５
０

０
円
の
助
成
。
年
間
48
枚
配
布
。

本
人
か
民
生
委
員
、
区
長
経
由

で
の
申
請
と
な
る
。

議
員
　
令
和
３
年
４
月
か
ら
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
が
稼
働
予
定

だ
が
、
概
要
は
。

企
画
商
工
課
長
　
14
人
乗
り
の

ワ
ゴ
ン
車
３
台
で
、
決
ま
っ
た

時
間
に
決
ま
っ
た
経
路
を
、
月

曜
か
ら
土
曜
ま
で
運
行
予
定
。

議
員
　
多
良
地
区
が
５
路
線
、

大
浦
地
区
が
６
路
線
、
全
部
で

11
路
線
あ
る
が
、
地
区
別
の
運

行
日
は
。

企
画
商
工
課
長
　
月
・
水
・
金

が
多
良
地
区
、
火
・
木
・
土
が

大
浦
地
区
と
考
え
て
い
る
。

議
員
　
現
在
各
地
区
で
説
明
が

行
わ
れ
て
い
る
が
、
協
議
内
容

は
。

企
画
商
工
課
長
　
バ
ス
の
経
路

と
バ
ス
停
の
位
置
を
主
と
し
て

い
る
。

議
員
　
現
在
の
計
画
で
は
大
浦

地
区
の
場
合
、
役
場
や
太
良
病

院
ま
で
行
く
便
は
週
に
２
回
し

か
な
い
。
計
画
変
更
は
可
能
か
。

企
画
商
工
課
長
　
現
在
は
素
案

の
段
階
な
の
で
見
直
し
の
余
地

は
あ
る
。

議
員
　
長
崎
新
幹
線
の
問
題
も

あ
り
、
20
数
年
後
に
は
鉄
道
が

な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
問
題

を
太
良
町
は
抱
え
て
い
る
。
鹿

島
ま
で
直
通
で
行
け
る
バ
ス
路

線
は
確
保
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
。
路
線
バ
ス
の
利

用
促
進
と
い
う
観
点
か
ら
、
特

に
大
浦
地
区
の
特
定
の
対
象
者

に
東
京
都
の
シ
ル
バ
ー
パ
ス
の

よ
う
な
無
料
利
用
券
は
発
行
で

き
な
い
か
。

企
画
商
工
課
長
　
今
後
、
検
討

す
る
。

議
員
　
「
し
お
さ
い
館
」
の
福

祉
巡
回
バ
ス
は
い
つ
ま
で
運
行

さ
れ
る
か
。

企
画
商
工
課
長
　
最
短
で
令
和

般
一

問
質

一

田
川

　
　浩 

議
員

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
な
ど
の
今
後
の
計
画
は

答
▼
答
▼
町
民
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
検
討
す
る

町
民
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
検
討
す
る

路線変更により新設された「道越環境広場」バス停

みんなでチェックQ&AみんなでチェックQ&A
議案審議

公共交通対策特別委員会を設置

小学校から英語教育

Q　亀ノ浦団地近くに定住促進住宅（１棟３
戸×４棟）が建設予定だが、安全性の確
保は？

A　H27年度に地質、地盤調査をして、異常
なしだった。

Q　入居開始はいつか？
A　早くて令和３年の４月に、出来上がった
戸数分だけ入居可能になる予定。

Q　入居要件はどうなるか？
A　「パレットたら」と同じになる。

Q　今年10月からの保育料無償化の概要は？
A　０～２歳児については、住民税非課税世
帯が対象。

　　３～５歳児については、無償化になるが、
副食費は今後も保護者負担になる。

　現在コミュニティバスなどを利用した公
共交通政策が計画されています。議会でも
この政策について対応する委員会を設置し、
皆さまの使い勝手の
良い交通政策を提言
していきます。

　9月18日に大浦小学校へ学校訪問を行いま
した。西部教育事務所や、教育委員の方々と、
社会科や算数、体育やことば教室など見学し
ました。今は、5・6年生は英語が科目にな
っているので、本格的な授業が行われていま
した。以前のような文法中心ではなく、会話
中心で行われているようで、みなさん元気に
学んでいました。

委 員 長　江口　孝二
副委員長　久保　繁幸
委　　員　田川　浩・待永るい子
　　　　　松崎　近・山口一生

亀ノ浦団地から見た建設予定地英語授業風景

　議員が執行機関に対し、事務の執行
の状況及び将来の方針等について質問
すること。

一 般 質 問 と は

　執行部より提出された議案について、
説明を聞き、質疑し討論を重ね裁決を
すること。

議 案 審 議 と は

どちらも傍聴できますので、役場 3F議場へ
是非おいでください。



太良町議会だより 154号　令和元年10月23日（10）
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小学校から英語教育

Q　亀ノ浦団地近くに定住促進住宅（１棟３
戸×４棟）が建設予定だが、安全性の確
保は？

A　H27年度に地質、地盤調査をして、異常
なしだった。

Q　入居開始はいつか？
A　早くて令和３年の４月に、出来上がった
戸数分だけ入居可能になる予定。

Q　入居要件はどうなるか？
A　「パレットたら」と同じになる。

Q　今年10月からの保育料無償化の概要は？
A　０～２歳児については、住民税非課税世
帯が対象。

　　３～５歳児については、無償化になるが、
副食費は今後も保護者負担になる。

　現在コミュニティバスなどを利用した公
共交通政策が計画されています。議会でも
この政策について対応する委員会を設置し、
皆さまの使い勝手の
良い交通政策を提言
していきます。

　9月18日に大浦小学校へ学校訪問を行いま
した。西部教育事務所や、教育委員の方々と、
社会科や算数、体育やことば教室など見学し
ました。今は、5・6年生は英語が科目にな
っているので、本格的な授業が行われていま
した。以前のような文法中心ではなく、会話
中心で行われているようで、みなさん元気に
学んでいました。

委 員 長　江口　孝二
副委員長　久保　繁幸
委　　員　田川　浩・待永るい子
　　　　　松崎　近・山口一生

亀ノ浦団地から見た建設予定地英語授業風景

　議員が執行機関に対し、事務の執行
の状況及び将来の方針等について質問
すること。

一 般 質 問 と は

　執行部より提出された議案について、
説明を聞き、質疑し討論を重ね裁決を
すること。

議 案 審 議 と は

どちらも傍聴できますので、役場 3F議場へ
是非おいでください。
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田
川

　
　浩

竹
下

　泰
信

松
崎

　
　近

西
田

　辰
実

山
口

　一
生

委  

員  

長

副
委
員
長

委

　
　員 編

集
室
よ
り

編
集
委
員
会

　
今
年
の
大
き
な
自
然
災
害

や
消
費
税
率
二
％
の
増
税
な

ど
、
私
達
の
生
活
へ
の
影
響

が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　
八
月
の
改
選
に
よ
り
新
人

三
人
を
含
め
十
一
名
の
議
員

が
選
任
さ
れ
、
編
集
委
員
も

次
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

今
後
四
年
間
、
町
民
の
皆
様

の
負
託
に
応
え
ら
れ
る
よ
う

に
頑
張
り
ま
す
の
で
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

議
会
の
主
な
活
動
7
月
〜
9
月

7月8月9月

3511121719222729
・ 

杵
藤
地
区
広
域
市
町
村
圏
組
合
議
会
７
月
臨
時
会

・ 
議
会
広
報
編
集
特
別
委
員
会

・ 
議
会
広
報
編
集
特
別
委
員
会

・ 
太
良
人
工
海
浜
公
園
白
浜
海
水
浴
場
海
開
き
式

・ 

全
員
協
議
会

・ 

太
良
町
中
山
キ
ャ
ン
プ
場
山
開
き
式

・ 

国
道
２
０
７
号
改
良
促
進
期
成
同
盟
会
総
会
・
有
明
海
沿
岸
道
路
西
部
地
区
建
設
促
進
期
成
会
総
会

・ 

第
28
回
太
良
町
納
涼
夏
ま
つ
り

・ 

令
和
元
年
度
知
事
・
市
町
議
会
議
長
懇
話
会

・ 

当
選
議
員
協
議
会

・ 

新
人
議
員
研
修

・ 

8
月
臨
時
会

・ 

全
員
協
議
会

・ 

太
良
町
消
防
団
夏
季
点
検

・ 

有
明
海
沿
岸
道
路
西
部
地
区
建
設
促
進
期
成
会
要
望
活
動（
佐
賀
市
）

・ 

有
明
海
沿
岸
道
路
西
部
地
区
建
設
促
進
期
成
会
要
望
活
動（
長
崎
市
）

・ 

太
良
町
消
防
操
法
大
会

・ 

有
明
海
沿
岸
道
路
西
部
地
区
建
設
促
進
期
成
会
要
望
活
動（
福
岡
市
）

・ 

杵
藤
地
区
広
域
市
町
村
圏
組
合
議
会
8
月
定
例
会

・ 

議
会
運
営
委
員
会

・ 

鹿
島
・
藤
津
地
区
衛
生
施
設
組
合
議
会
8
月
定
例
会

7813131621232527272829
・ 

9
月
定
例
会
招
集

・ 

全
員
協
議
会

・ 

9
月
定
例
会
一
般
質
問

・ 

決
算
審
査
特
別
委
員
会

・ 

9
月
定
例
会
議
案
審
議

・ 

学
校
教
育
現
場
視
察（
大
浦
小
学
校
）

・ 

議
会
広
報
編
集
特
別
委
員
会

・ 

第
3
回
太
良
町
振
興
計
画
審
議
会

・ 

令
和
元
年
秋
の
交
通
安
全
運
動
街
頭
指
導

・ 

天
皇
陛
下
御
即
位
佐
賀
県
奉
祝
委
員
会

・ 

学
校
教
育
現
場
視
察（
多
良
中
学
校
）

2241113181920302727

令和元年度（7月～9月分）
議長交際費の支出状況

件数

2

2

支出額（円）

20,000

20,000

種別

祝儀

会費

慶弔

贈呈

謝礼

その他

合計

21
〜

9
〜

議会クイズ!!

※締め切り／11月15日（金）　消印有効
※当選発表はお買物券の発送（抽選）を

もって代えさせていただきます。

〒849-1698　太良町大字多良1-6
太良町議会事務局「議会クイズ係」宛

解った方は、ハガキに答えを明記し、住所・氏名
・電話番号をご記入の上、下記に応募下さい。

お買物券が当たる！
Q 太良町議会の今期の新人議員は何名でしょうか？ 

みなさーん
議会に対する意見

などをどんどんお寄せ
下さい。

みなさーん
議会に対する意見

などをどんどんお寄せ
下さい。

A ① １名　　② ２名　　③ ３名
ヒント：下の編集後記をご覧ください。


